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１．名古屋大学の国際化の取組み

１）国立大学法人化による中期目標・中期計画（２００４年５月）で（２）国際交流に関

する目標を達成するための措置を明記

２）名古屋大学国際化推進プラン（２００５年１２月）で国際学術交流、国際教育交流、

国際開発協力の到達目標、行動計画を明記

３）上記目標達成の支援組織として国際交流協力推進本部を設置（２００６年４月）

２.名古屋大学の国際開発協力事業の目標と計画

目標１．国際援助機関等からのプロジェクト受託および資金導入の支援体制の充実

計画１．１国際協力プロジェクト受託のための学内組織の整備

計画１．２国際開発協力サポートセンターと連携して国際協力プロジェクトの参画を支援

計画１．３名古屋大学ホームページ上に国際開発プロジェクトの資金情報を掲載

目標２．国際開発協力事業活動を推進する

計画２．１国内外の国際開発協力諸機関との連携を進め、各種事業の受託や共同研究に積

極的に取り組む

計画２．２国内研究者データベースの構築や、国際開発協力の貢献に関する成果指標の構

築を通して、国際開発協力のナショナルセンターとしての機能強化を図る

計画２．３国際開発協力プロジェクトの評価に協力し、立案・実施・評価のマネジメント

を行なう

計画２．４ポストドクトラル・フェロー、優秀な若手研究者、帰国研究者の参加を促進す

る

目標３．国際開発協力を促進・支援する全学的体制を整備する

計画３．１国際協力銀行との海外援助協力事業、ヤング・リーダーズ・プログラム、アジ

ア法整備支援など、特色ある優れた国際開発協力を支援する
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計画３．２途上国が最も必要としている分野間を連携した国際開発協力に関するネットワ

ークを形成する

計画３．３ ＡＣ２１メンバー校や東南アジアの大学との連携を深めるために、国際共同

研究の実施や技術移転等を全学的な連携のもとに推進する

計画３．４国際開発派遣専門家、途上国の研究員、教職員及び学生等に対して国際開発協

力研修プログラムを行なう

目標４．途上国への教育開発・人材開発援助を行なう

計画４．１ e-learning 等による途上国への教育プログラム、相談技法の開発を行なう

計画４．２講義・演習との活用による現場経験に基づく知識や考え方を伝達する

計画４．３途上国の教育・研究機関にベンチマーキング情報とそれに基づく評価情報を発

信し、当該機関の教育・研究の改善に資する

３.名古屋大学の国際開発協力事業の取組み例

１）受託事業規程（平成１６年７月）の制定：

事業受託を制度上可能にした。

２） 「大学のための国際協力プロジェクト受託の手引きー受託促進に向けての参考資料と

してー」 （平成１７年３月）の作成：財務部、研究協力・国際部は文部科学省「国際開発

協力サポート・センター」プロジェクトに協力し作成に先導的役割を果たした。

３）ＪＩＣＡコンサルタント登録：事業受託を準備した。

４）農学分野でのＪＩＣＡ連携（ＩＣＣＡＥの取組）

ア）アフリカ人造り拠点（ＡＩＣＡＤ）への協力：ＪＩＣＡが協力しているＡＩＣＡＤと

の間に学術交流協定を結び、ケニア、タンザニア、ウガンダの１５の大学を支援し、国内

支援委員会に委員を派遣している。

イ）アフリカにおける稲作振興：日本政府が普及しようとしているＮＥＲＩＣＡ（New Rice 

for Africa)の研究促進のためケニア人研究者の人材育成を行なっている。

ウ）カンボジア王立農業大学（ＲＵＡ）への協力：ＪＩＣＡの要請により、教育制度の整

備と、教員の人材育成に協力している。

エ）ＪＩＣＡ草の根技術協力事業：カンボジア国の農産物加工振興のための事業を、ＲＵ

ＡをパートナーにＪＩＣＡに提案中。

５）法整備制度支援でのＪＩＣＡ連携

ア）ＪＩＣＡ職員受入れ：法政国際教育協力研究センター（ＣＡＬＥ）は教員ポストに受

入れ（２００２年から２年余）

イ）ウズベキスタン法整備支援国内委員会業務のＪＩＣＡからの受託（２００６年度～）

ウ）ウズベキスタン、イラン、東チモールの法整備研修（ＪＩＣＡ事業）の実施

エ）カンボジア法制度整備支援（１９９９～２００２）

６）外国人の人材育成
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ア）外国人留学生（ＪＩＣＡ長期研修、体制移行国からの法学等留学生支援無償、中国他

留学生借款）を受入れている。

イ）ＪＩＣＡ学位取得研修：生命農学、環境学、国際開発の各研究科で修士、博士取得の

研修コースを提案中。

ウ）JICA 集団研修コース受託：中等教育開発、地震津波火山観測システム運用管理、ＧＩ

Ｓによる天然資源・農産物の管理

４.名古屋大学の国際開発協力事業実施上の問題点と対応

１）技術協力プロジェクト受託実績がない：委託型の技術協力プロジェクトは、初等教育、

理数科教育等教育プロジェクト等が多く、名古屋大学の人材では対応できない。業務実施

契約のプロジェクトニーズと、当大学の人材リソースにギャップがある。

２）外部人材の必要性：プロジェクト実施に当たり、コンサルタント企業等との共同企業

体結成が不可欠であるが、下請け的な取り扱いとなるため、消極的。

３）外部ノウハウの活用の必要性：国際開発協力事業への大学組織としての参画は、後発

であり、外部ノウハウは、絶対に必要。大学で自己完結的に事業受託は困難。

４）公募・公示情報へのアクセス：計画では、大学が組織として情報をキャッチする事に

なっているが、行なわれておらず、関心ある者のみが、情報を入手しているのが実態。

５）事業応募の体制：計画では体制整備が謳われているものの、現状では組織ではなく個

人が公示情報に関心を示して行動を起こすしかないのが実態。

６）受託事業の管理運営：事業受託までは個人のイニシャチブによる。受託後、組織の支

援を受けるものの、事務部門の関与の度合いがまだ少なく事務との分業体制の見直しが必

要。

７）受託事業規程の適用の問題：規程を厳格に適応した場合、事業委託者の委託条件が満

たせなくなる。受託側の大学の柔軟な対応が必要。規程以外の細則の定めも必要。

８）外国人受託研修員規程の問題：今年度受託研修員規程の改正が行なわれるまで、契約

書を締結せず、精算行為もなく事業が実施されてきた。現在も、旧文部省時代の単価方式

を踏襲。積算積み上げ方式は、精算が煩瑣であるので、事務側で抵抗があるため導入され

ていない。

９）所属先人件費補てんの扱い：国立大学法人化以降、ＪＩＣＡは専門家、調査団員とし

て派遣された大学関係者の所属先に人件費補てんを行なっている。この制度の情報が、学

内に周知されていない。補てん金額の使用については、部局の裁量に委ねられており、統

一した定めがない。多くの部局では、派遣された教員等の研究費に充当されている。年度

末に振り込まれた場合、研究者は予算が執行できず、部局に返金しているのが実情。

１０）契約書積算上の人件費の扱い：既に雇用されている者だけでなく、契約締結により

新たに雇用される者の人件費が計上可能であるが、前記の人件費をどの費目に計上するの

か取り扱いが明確でない。
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１１）組織の複雑化：国際化、外部資金獲得について、新たな機関が設置されたが、学内

関係者にも担当部署の役割が十分認識されていないのが実情。組織の整理と対外的なワン

ストップサービスの窓口が必要。

１２）国際開発協力事業参加への動機付け：国立大学法人化以降、大学が受託する事業へ

の参加は、大学の本来業務と位置づけられ報酬が受け取れない。従来兼業により、報酬を

得ていた場合と比べ、組織としての事業受託に消極的な教員もいる。事業受託を促進する

ためのインセンティブが必要。現在も、ＪＩＣＡから事業を受託した機関から依頼を受け

て、休暇ないし兼業で従事した際には、謝金が支払われている有利な実態がある。

１３）事務職員の国際化への対応：事務職員が国際化関連業務に従事するのは、職業生活

の一部に過ぎない。必要以上に業務を行なうことは、あえてすることではないとの考えが

ある。他方、国際業務の意義を認め、積極的に業務に従事している職員もいる。通常のロ

ーテーションとは別に、専門職化はひとつの方策。一時的な外部人材の投入もありえるが、

内部人材の国際化関連の業務研修への参加、国際関連機関への出向研修も有効。

５.名古屋大学への提言

１)学内の国際協力実績、人材データベースの整備（行動計画の具体化）

２)国際協力事業の公募、公示情報を掌握部署の指名と、学内への周知体制の構築（行動計

画の具体化）

３)科学技術人材のキャリアパス多様化促進事業による博士号取得者の国際協力分野への進

路開拓(ＪＩＣＡ国際協力キャリア総合情報サイトの活用）（行動計画の具体化）

４.)ＪＩＣＡ研究所設立に伴う、大学へのＯＤＡ研究・調査事業の委託の働きかけ、そのた

めの一歩としての大学研究者の客員研究員としての活動の奨励。

５.)大学連携による海外プロジェクトにおけるＪＩＣＡ事務所による協力支援の拡大働き

かけ（プロジェクト事務、大学職員受入、大学生・院生のインターンシップ受入）。

６.)国際協力事業について大学とＪＩＣＡが協議する場の設定の働きかけ（地方レベルから

全国レベルへの拡大）。

７.)インセンティブの付与：表彰、報奨金、職務免除、休暇（サバティカル）、休職（国内

外研究留学）、研究費の優先配布、評価の指標として設定する。
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